
羽生市特殊詐欺対策電話機等購入費補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条　この要綱は、市内における特殊詐欺による被害を未然に防ぐため、特

殊詐欺対策電話機等を購入し、及び設置する者に対し予算の範囲内において

特殊詐欺対策電話機等購入費補助金（以下「補助金」という。）を交付する

ことに関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条　この要綱において「特殊詐欺対策電話機等」とは、次の各号のいずれ

かの機能を有する固定電話機又は固定電話機に接続して使用する機器をいう。 

（１）　電話の着信時に、電話の相手方に警告音声を発する機能を有し、か

つ、通話中に自動的に通話の内容を録音する機能 

（２）　迷惑電話番号データベース（警察、自治体等から提供された迷惑電

話番号のデータベースであって、着信拒否を判別するための電話番号情報

が逐次蓄積されるものをいう。）に登録された情報により、迷惑電話番号

からの電話を自動で判別し、ランプ等で警告を表示して着信を拒否する機

能 

（補助対象者） 

第３条　補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、特

殊詐欺対策電話機等を購入し、及び自ら居住する住宅に設置する者で、次に

掲げる要件を全て満たすものとする。 

（１）　市内に居住し、住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）の規定

により本市の住民基本台帳に記録されている者であって、満６５歳以上の

もの又はその者と同一の世帯に属する者であること。 

（２）　本人及び本人と同一世帯に属する者が、過去にこの要綱による補助

金の交付を受けていないこと。 

（３）　市税を滞納していないこと。 

（４）　本人及び本人と同一世帯に属する者が、暴力団員による不当な行為

の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する

暴力団員でないこと。 

２　前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める者については、この限

りでない。 

（対象となる特殊詐欺対策電話機等） 

第４条　補助金の交付の対象となる特殊詐欺対策電話機等は、次のいずれかに

該当する特殊詐欺対策電話機等で、新品であるものとする。 

（１）　公益財団法人全国防犯協会連合会が優良防犯電話として推奨するも

の 

（２）　その他市長が認めるもの 

２　補助金の交付の対象となる特殊詐欺対策電話機等の台数は、補助対象者の

属する世帯につき１台限りとする。 

（補助対象経費） 

第５条　補助金の交付の対象となる経費（次条において「補助対象経費」とい



う。）は、特殊詐欺対策電話機等の購入に要する経費とする。ただし、次に

掲げる費用等については、補助金の交付の対象としない。 

（１）　特殊詐欺対策電話機等の搬送又は設置に要する費用 

（２）　特殊詐欺対策電話機等の保証に要する費用 

（３）　ポイント等利用分 

（４）　消費税及び地方消費税 

（補助金の額） 

第６条　補助金の額は、補助対象経費に２分の１を乗じて得た額（その額に１，

０００円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）とし、１万円を限

度とする。 

（交付の申請等） 

第７条　補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、羽

生市特殊詐欺対策電話機等購入費補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲

げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。 

（１）　購入する特殊詐欺対策電話機等の見積書の写し（品名、品番等が記

載されているもの） 

（２）　購入する特殊詐欺対策電話機等の第２条に掲げる機能が確認できる

書類 

（３）　補助金交付に関する誓約書（様式第２号） 

（４）　申請者の運転免許証、マイナンバーカード等の本人確認書類の写し 

（５）　前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２　前項の規定による申請の期限は、令和８年４月３０日とする。 

３　市長は、前項に規定する日が終了した時点で、同日までの申請額の合計が

予算の上限に達しないときは、同日後も第１項の規定による申請を受けるこ

とができる。 

４　申請者は、次条の規定による補助金の交付の決定が行われるまでは、特殊

詐欺対策電話機等の購入をしてはならない。 

（補助金の交付決定等） 

第８条　市長は、前条第２項に規定する期日までに申請をした者の中から補助

金を交付する者を決定するものとする。 

２　前項の場合において、当該期日までの申請額の合計が予算の範囲を超える

ときは、市長は、抽選により補助金を交付する者を決定するものとする。 

３　市長は、前条第３項の規定により申請を受けたときは、市長が別に定める

方法により交付の可否を決定するものとする。 

４　市長は、前３項の規定により交付の可否を決定したときは、羽生市特殊詐

欺対策電話機等購入費補助金（交付・不交付）決定通知書（様式第３号）に

より申請者に通知するものとする。 

（計画の変更又は中止） 

第９条　前条の規定による補助金の交付の決定を受けた者（以下「交付決定

者」という。）は、当該決定に係る購入計画の内容を変更し、又は当該計画

を中止しようとするときは、速やかに羽生市特殊詐欺対策電話機等購入計画

変更等承認申請書（様式第４号）により市長に申請しなければならない。 



２　前項の規定にかかわらず、交付決定者は、前条の規定により通知した交付

決定額の増額を要することとなる計画の内容の変更については、申請するこ

とができないものとする。 

（変更又は中止の承認） 

第１０条　市長は、前条第１項の規定による申請があったときは、その内容を

審査の上、変更又は中止を承認するか否かを決定し、羽生市特殊詐欺対策電

話機等購入計画変更等（承認・不承認）通知書（様式第５号）により交付決

定者に通知するものとする。 

２　市長は、前項の規定により変更を承認するときは、必要に応じて交付の決

定の内容を変更し、及び条件を付することができる。 

（実績報告） 

第１１条　交付決定者は、補助金の交付の決定を受けた年度の３月３１日

までに、羽生市特殊詐欺対策電話機等購入費補助金実績報告書（様式第６

号）に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。 

（１）　特殊詐欺対策電話機等の購入に係る領収書の写し（品名、品番等が

記載されているもの。） 

（２）　前号に掲げもののほか、市長が必要と認める書類 

（補助金の額の確定） 

第１２条　市長は、前条の規定による提出があったときは、速やかにその内容

を審査し、羽生市特殊詐欺対策電話機等購入費補助金確定通知書（様式第７

号）により交付決定者に通知するものとする。 

２　前項の規定により通知する補助金の交付確定額は、第８条の規定により通

知した交付決定額以下の額とする。 

（補助金の請求及び交付） 

第１３条　前条の規定による通知を受けた者は、羽生市特殊詐欺対策電話機等

購入費補助金交付請求書（様式第８号）を市長に提出しなければならない。 

２　市長は、前項の規定による補助金の請求を受けたときは、速やかに補助金

を交付するものとする。 

（交付決定の取消し等） 

第１４条　市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助

金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。 

（１）　第７条第１項第３号に規定する誓約書に違反したとき。 

（２）　特殊詐欺対策電話機等の購入を中止したとき。 

（３）　偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

（４）　前３号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付が適当でないと認

めたとき。 

２　市長は、前項の規定による取消しがあったときは、羽生市特殊詐欺対策電

話機等購入費補助金交付決定取消通知書（様式第９号）により交付決定者に

通知するものとする。 

３　市長は、第１項の規定による取消しをした場合において、既に交付した補

助金があるときは、その全部又は一部を返還させるものとする。 

（その他） 



第１５条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附　則 

この告示は、令和８年３月１日から施行する。


